
 
 

は じ め に 

 

 

 この年報は、令和３年（２０２１年）における伊丹市の主な消防

事情について収録し今後の消防行政の参考に資するとともに、消防の

現況を紹介するため編集したものです。 

 内容は消防情勢、予防統計、火災統計、救急統計、救助統計、その

他の統計及び消防団の構成とし、原則として会計年度をもって表し、

火災・救急・救助統計等は暦年で作成しております。 

 皆様方にご高覧いただき、消防行政に対するご理解を深めていただ

く一助になれば幸いと存じます。 

 

  令和４年（２０２２年）７月 

 

 

           伊丹市消防局長  福井 浩次 
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○ 伊丹市のあらまし 
 

伊丹の歴史は古く、遣跡や出土品から縄文時代中期には既に人々が生活していたことが知られ

ています。 

奈良時代には、名僧・行基が仏教の布教に訪れ、昆陽池や昆陽施院を造るなど社会事業を行い

ました。 

平安時代の伊丹は、源満仲の統治下にありましたが、やがて伊丹姓を名乗る武士団が支配しま

した。わが国最初の天守閣を備えたといわれる伊丹城が築かれたのもこの時代です。 

天正２年（1574 年）、伊丹氏に代わって荒木村重が伊丹城主となり、城名も有岡城と改めまし

た。しかし、その有岡城も天正６年（1578 年）、村重が織田信長に叛き、羽柴秀吉らにより攻め

られ落城という運命をたどりました。 

江戸時代に治政にあたった近衛家が産業の振興に力を注ぎ、とくに酒造業は全国的に名声を博

しました。また、俳人・上島鬼貫を出すなど文化の華が開きました。 

明治に入り、廃藩置県によって兵庫県に編入され、明治２２年（1889 年）町村制施行により、

伊丹町・稲野村・神津村・長尾村の４町村にまとめられました。明治２４年（1891 年）に川辺

馬車鉄道（現ＪＲ福知山線）が開通、また大正９年には阪急伊丹線が開通し、産業経済が進展す

るとともに、大都市近郊住宅地として発展してきました。 

昭和１５年１１月（1940 年）、伊丹町と稲野村とが合併し伊丹市が発足、全国で１７４番目の

市が誕生しました。その後、昭和２２年（1947 年）神津村を編入、昭和３０年（1955 年）長尾

村の一部を編入して、現在に至っています。 

 

 

○ 伊丹市の位置及び地勢 

 
伊丹市は、兵庫県の南東部に位置し、大阪

市から約１０㎞、神戸市から約２０㎞の圏域

に、面積２５．００㎢の市域を有しています。 

交通は、ＪＲ福知山線と阪急伊丹線、また

市中央部を国道１７１号が横断しさらには、

大阪国際空港(伊丹空港)のあるまちとして、

知られています。 

地勢は、北部の伊丹台地から南部の武庫平

野へとゆるやかな傾斜をもって広がり、また

市の東側には猪名川、西側には武庫川が流れ

気象は一般に年間を通じて温暖で降水量が

少ないという瀬戸内気候を示しています。 

 

 

○ 管内情勢と消防現況 
（R4.4.1 現在） 

※世帯数及び人口は令和 4年 4月 1 日現在の推計人口 

区分 

 

種別 

消防職員１人に対して 

（２０５人） 

消防署所１に対して 

（６ヶ所） 

消防ポンプ車１台に対して

（１２台） 

面 積 (25.00  ㎢) 0.12  ㎢ 4.17  ㎢ 2.08  ㎢ 

世帯数 (82,922世帯) 404  世帯 13,820  世帯 6,910  世帯 

人 口 (197,003人) 961  人 32,834  人 16,417  人 
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○ 伊丹市消防のあゆみ 

 

昭  2 0 .  7 .  1  神戸市が大空襲により廃墟となり、衛星都市を守るため神戸市にあった兵庫

消防署が伊丹市に移駐し、尼崎消防大隊伊丹中隊及び西宮消防大隊宝塚中隊の各

管轄区域を担当し、兵庫消防署兼伊丹消防大隊と改称、市公会堂を仮庁舎として

業務を開始する。 

昭  2 0 .  8 . 1 5  兵庫消防署兼伊丹消防大隊の名称を、兵庫消防署と改称する。 

昭  2 1 .  2 . 1 8  兵庫県訓令甲第７２号をもって、伊丹消防署と改称する。 

昭  2 2 .  8 .  1  伊丹市伊丹字山ノ上４８３に庁舎を新設、業務を開始する。 

昭  2 3 .  3 .  7  消防組織法（法律第２２６号）の施行に伴い、消防組織は県から市町村に移

管され、伊丹消防組合消防署（伊丹市伊丹字山ノ上４８３）、宝塚出張所（川辺郡

小浜村字川面字中井ノロ７２）の１署１出張所をもって伊丹市及び川辺郡小浜村、

武庫郡良元村５４．６２ｋ㎡を管轄区域として発足する。（定数３０名、車両３台） 

昭  2 3 .  7 .  1    消防長（初代）に伊井常寿氏が任命される。 

昭  2 4 .  6 . 2 5    消防長（２代目）に蔭山重雄氏が任命される。 

昭  2 7 .  8 .  1  伊丹市消防本部及び伊丹市消防署として独立発足する。（定数２８名、車両３台） 

昭  3 1 .  8 . 2 8  消防長（３代目）に池田忠士氏が任命される。 

昭  3 5 .  4 .  1  伊丹市伊丹字西ノ町５１０の１へ庁舎を移転し、業務を開始する。 

昭  3 7 .  3 . 3 1  消防職員定数を改正、西出張所の開設要員を１８名増員し、定数４６名となる。 

昭  3 7 .  8 . 1 0  都市の急激な発展に伴い、常備消防拡充強化計画に基づき、伊丹市昆陽字真

福寺１９の４に西出張所を開設する。 

昭  3 7 .  9 .  1  救急需要の増大により、消防救急業務を開始する。 

昭  3 8 .  7 .  3  消防職員定数を改正、東出張所開設要員及び本部要員を１８名増員し、定数

６４名となる。 

昭  3 8 . 1 0 . 2 4  大規模災害応急対策活動の相互応援に関し、尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・

川西各市及び猪名川町の６市１町の市町長協定に基づき、消防相互応援に関する

覚書を交換する。 

昭  3 9 .  4 .  1  消防職員定数を改正、北出張所開設要員、本部要員及び救急要員を１５名増

員し、定数７９名となる。 

昭  4 0 .  2 . 1 3  伊丹市森本字久保４の４に東出張所を開設する。 

昭  4 0 . 1 2 . 1 7    消防長（４代目）に谷渕修一氏が任命される。 

昭  4 1 .  4 .  1  消防職員定数を改正、スノーケル車要員及び本部要員を１５名増員し、定数

９４名となる。 

昭  4 1 .  4 .  6    伊丹市鴻池字出口３の２に北出張所を開設する。 

昭  4 1 . 1 0 . 2 7    消火薬剤等の相互提供に関する協定を市内２８事業所と締結する。 

昭  4 1 . 1 2 . 1 0    伊丹市・豊中市・池田市との間に消防相互応援協定を締結する。 

昭  4 2 .  4 .  1    伊丹市消防本部の組織を５係から３課８係に改める。 

昭  4 2 .  4 .  1    消防職員定数を改正、本部組織の改正に伴う要員を１２名増員し、定数１０

６名となる。 

昭  4 2 .  4 .  1    伊丹市消防特別救助隊を設置し、運用開始する。 
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昭  4 3 .  3 .  9    航空機災害に関し、火災防ぎょ及び救急業務に対処するため大阪市と消防相

互応援協定を締結する。 

昭  4 3 .  4 .  1    西出張所を西分署に昇格する。 

昭  4 3 .  4 .  1    消防職員定数を改正、西分署要員を３名増員し、定数１０９名となる。 

昭 43.11.16    西分署に救急車を配置し、２台運用となる。 

昭 44. 4. 1    消防職員定数を改正、救急専従要員を３名増員し、定数１１２名となる。 

昭 45. 4. 1    消防職員定数を改正、南出張所開設要員を１４名増員し、定数１２６名となる。 

昭 45. 5. 1   伊丹市稲野町７丁目８５の１に南出張所を開設する。 

昭 46. 4. 1    消防長（５代目）に松下典夫氏が任命される。 

昭 46. 4. 1    消防職員定数を改正、救急専従要員、予防課要員及びはしご車要員を１５名

増員し、定数１４１名となる。 

昭 46.12. 1    伊丹・豊中・池田各市長と大阪国際空港長との間に「大阪国際空港及びその

周辺における消火救難活動に関する協定書」を、また「同協定に基づく覚書」

を３市の消防長と大阪国際空港長との間にそれぞれ締結する。 

昭 47. 4. 1    消防職員定数を改正、東西消防署設置に伴う警防要員を９名増員し、定数１

５０名となる。 

昭 47.12.17   伊丹市昆陽字一ツ樋９番地の２に消防本部、消防署、消防団本部併置の新庁

舎が竣工し、移転業務を開始する。旧庁舎は、東分署として暫定運用する。 

救急車を消防署に１台、東分署に１台配置替えして、２台運用の専任体制とな

る。 

昭 48. 1. 1  消防組織の機構改革により、１本部１消防署１分署３出張所を１本部２消防

署４出張所に改め、名称を次のとおりとする。 

消防署は東消防署と西消防署の２署に、西分署は降格し昆陽出張所に、東出

張所を神津出張所に、南出張所を稲野出張所に、北出張所を荒牧出張所にそ

れぞれ改称する。 

昭 48. 2. 1   住居表示変更に伴い、消防本部の所在地「伊丹市昆陽字一ツ樋９番地の２」

を「伊丹市昆陽１丁目１番地」に改める。 

昭 48. 4. 1  消防職員定数を改正、北伊丹出張所開設要員及び通信室等要員を２３名増員し、

定数１７３名となる。 

昭 49. 4. 1  消防職員定数を改正、警防課員等要員を５名増員し､定数１７８名となる。 

昭 49. 4.26  伊丹市北園１丁目１３番地に北伊丹出張所を開設する。 

昭 49. 6.26  地番整理に伴い、消防本部の所在地「伊丹市昆陽１丁目１番地」を「伊丹市

昆陽１丁目１番地の１」に改める。 

昭 50. 3.28  住居表示変更に伴い、東消防署の所在地「伊丹市西ノ町５１０番地の１」を「伊

丹市中央６丁目２番８号」に改める。 

昭 50. 4. 1  伊丹市消防本部の名称を「伊丹市消防局」に改める。 

昭 50. 4. 1  消防副士長制（昭和３８年６月１０日消防庁告示第４号）を採用し、５名の

副士長が誕生する。 

昭 51. 4. 1    消防長（６代目）に八木輝男氏が任命される。 

昭 52. 4. 1  消防本部の組織改正を行い、３課１０係を３課８係に改める。 
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消防署の組織を係制から隊組織に改め、警防隊及び救急救助隊を置く。 

昭 52. 4. 1  消防職員定数を改正、行財政健全化に伴う職員定数の見直し（第１次）により、

５名減員し、定数１７３名となる。 

昭 53. 4. 1  消防職員定数を改正、行財政健全化に伴う職員定数の見直し（第２次）により、

１名減員し、定数１７２名となる。 

昭 55. 4. 1  消防局の課に「主幹」「副主幹」及び「主査」を置く組織改正を行う。 

昭 57. 4. 1    消防長（７代目）に田中利根氏が任命される。 

昭 57.10. 1  救助件数の増加に備え、西消防署の救助隊を専任とし、東西両消防署に専任

救助隊を設置する。 

昭 58. 4. 1  消防職員定数を改正、行財政健全化に伴う職員定数の見直し（第３次）により、

３名減員し、定数１６９名となる。 

昭 59. 3.16  伊丹市北本町２丁目１３３番地に東消防署を移転し、業務を開始する。 

昭 59. 4. 1  消防局に「参事」を置く組織改正を行う。 

昭 60. 4. 1    神津出張所を伊丹市森本２丁目１４２番地の１ヘ、昆陽出張所を伊丹市池尻

３丁目５５番地へ移転し、業務を開始する。これに伴い昆陽出張所の名称を

池尻出張所と改称する。 

昭 60.12.21  稲野出張所を伊丹市南野字小豆領９６９番地の４へ移転し、業務を開始する。

これに伴い稲野出張所の名称を南野出張所と改称する。 

昭 61.11. 1  消防局に消防音楽隊を設置し、隊長以下２２名で発足する。 

昭 62. 3.27  荒牧出張所の改築工事が終了し、仮庁舎（北野１丁目１３番地伊丹市共同利

用施設北センター）から移転し、業務を開始する。 

昭 62. 4. 1  従来、市環境部交通安全課で所掌していた防災業務の移管を受け、これに伴

い消防局の組織を改正し、「警防課」を「消防防災課」に、「消防第１係」を

「消防係」に、「消防第２係」を「防災係」に改称し、「防災係」で事務を開

始する。 

昭 62. 8.12  大阪府下、兵庫県下の１２市２組合消防の市長等との間に「大阪国際空港周

辺都市航空機災害消防相互応援協定」を、また「同協定に基づく覚書」を１

４消防長との間にそれぞれ締結する。 

昭 63. 4. 1  消防緊急情報システムが完成し、運用開始する。 

昭 63. 4. 1  従来、市下水道部総務課で所掌していた水防事務の移管を受け、消防局消防

防災課で業務を開始する。 

昭 63. 8. 1  大規模災害等に対処するため、兵庫県下３４市町等との間に「兵庫県広域消

防相互応援協定」を、また「同協定に基づく覚書」を締結する。 

平 元. 4. 1    消防長（８代目）に越宮茂氏が任命される。 

平 元. 4. 1  「伊丹市行財政運営改善計画」に基づき、基幹サービスの見直しから北伊丹

出張所を廃止し、東消防署に統合する。これに伴い署及び出張所の担当区域

を変更する。荒牧出張所で救急業務を開始し、３台運用の専任体制となる。 

平  2.12.13    消防局に水難救助隊を設置し、６名の隊員編成で発足する。 

平  3. 4. 1    消防長（９代目）に山本登氏が任命される。 

平  4. 1.13  火災予防等広報活動に運用するため、ダイハツ工業株式会社の協力により、
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ミニ消防自動車（１１９ちゃん）を制作する。 

平  4. 3.16  救急車３台に自動車電話を配置し、救急業務の円滑化を図る。 

平  4. 4. 1  消防局の組織改正を行い、消防情報の統括管理を行うため「情報管理課」を

新設し、従来の「通信隊」を「情報管理隊」に改称する。また総務課に「企

画教養係」、消防防災課に「救急救助係」を新たに設置する。この改正により

３課８係が４課１０係となる。 

平  4. 4. 1    尼崎市消防局との人事交流を実施し、副主幹級職員の相互派遣を行う。 

平  5. 3. 5    伊丹市消防発足４０周年を記念し、「防災講演＆消防のつどい」を伊丹アイフ

ォニックホールで開催する。 

平  5. 4. 1  消防職員定数条例を改正、警防要員等１２名増員し、定数１８１名となる。 

平  5. 4. 1  兵庫衛星通信ネットワークシステムを設置し、運用開始する。 

平  5. 5.14    伊丹市の救急救命士第１号が誕生する。 

平  6. 1.13  西消防署に配置の救急車を「高規格」（１台目）に更新して、運用開始する。 

平   6. 1.19    救急救命士の特定行為に係る具体的指示を受ける医療機関と協定を結び、特

定行為実施体制を確立する。 

平  6. 4. 1  消防局の組織改正を行い、組織の業務を効率的に処理するためグループ制を

採用するとともに、消防署に、統括司令・警防司令・救急司令を置く。 

平  6. 9. 7  局地的集中豪雨襲来。災害救助法が適用される。 

平  6.12. 1    東消防署に配置の救急車を「高規格」（２台目）に更新して、運用開始する。 

平  7. 1.17  兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）が発生する。災害救助法が適用される。

（震源 淡路島北部 ﾏｸﾞﾆﾁｭ-ﾄﾞ 7.3） 

平  7. 3.11    計測震度計を消防局に設置（大阪管区気象台）し、運用開始する。 

平  7. 4. 1    消防長（１０代目）に市村喜久氏が任命される。 

平  7. 4. 1  水防事務を市下水道部に移管する。 

平   7. 9. 5  全国消防長会において、大規模災害等消防応援を確立するため「全国緊急消

防援助隊」が発足（平成７年６月３０日）したことにより、伊丹市消防局か

ら３隊（救急隊・救助隊・消火隊）を登録する。 

平   7.11. 6    住居表示変更に伴い、南野出張所の所在地「伊丹市南野字小豆領９６９番地

の４」を「伊丹市南鈴原２丁目１番地」に改める。 

平   8. 2.29  兵庫県南部地震で被害のあった消防局庁舎の外壁・内壁（亀裂）、給水施設等（破損）、

気象観測装置等の改修（復旧）工事が完了する。 

平  8. 3.31  消防音楽隊を解散する。 

平  8. 4. 1  防災業務を市企画部に移管する。この事務移管に伴い、消防局の組織を改正し、

「消防防災課」及び「情報管理課」を統合し、「警防課」に改称する。 

平  8. 9. 1    兵庫県消防防災航空隊の設立に伴い、航空隊員として職員１名を兵庫県に派

遣する。 

平  8. 9.24    兵庫県災害対応総合情報ネットワ－クシステムを設置し、運用開始する。 

平  8.10. 1    消防組織法の改正に伴い、消防局の内部組織として「伊丹市消防職員委員会」

を設置する。 

平  8.11.30    兵庫県災害ネットワ－ク広域医療システムを設置し、運用開始する。 
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平  9. 4. 1    消防長（１１代目）に南昭俊氏が任命される。 

平  9. 4. 1  伊丹市防災行政無線局の設置に伴い、統制局の遠隔制御装置等を消防局に設

置し、運用開始する。 

平   9. 4. 1    伊丹コミュニテイ放送局の開局に伴い、緊急放送用割込み装置を設置し、運

用開始する。 

平   9. 4. 1    消防職員任用規程を改正し、副主査・副隊長制度を導入する。 

平   9. 7. 1    「伊丹市消防吏員（消防士）募集要項」から性別条項を見直して、女性に門

戸を開ける。 

平  9.12.20    西消防署に配置の救助工作車を「Ⅲ型」に更新して、運用開始する。 

平  10. 2.26    西消防署荒牧出張所に配置の救急車を「高規格」（３台目）に更新して、

運用開始する。 

高規格救急車３台稼働による運用体制をとる。 

平  10. 3.31    防災拠点施設の整備の一環として、局庁舎耐震補強工事を完了する。 

併せて、正面玄関・受付・身障者トイレ・女性トイレ・情報管理隊仮眠室等

を改築する。 

平  10. 4. 1    女性消防吏員２名を採用する。 

平  10. 4. 1    兵庫県下ブロック分割による携帯電話・自動車電話等からの１１９番受信を

開始する。 

平  10. 4. 2  「阪神高速道路における消防及び救急の業務に関する協定書」を阪神高速道

路公団と締結する。 

平 11. 3. 1  市役所地下１階に計測震度計が設置されたことにより、消防局設置の計測震

度計を撤去する。 

平 11. 4. 1    消防長（１２代目）に藤原稔三氏が任命される。 

平 11. 4. 1    新消防緊急通信指令システムが完成し、運用開始する。 

平  11.10. 1    女性警防隊員、女性救急隊員各２名を西消防署に配属（交替制勤務）する。 

平 12. 4. 1  消防局の組織改正を行い、警防課に情報管理司令を置く。 

平 13. 3.15    伊丹市・宝塚・川西各市長及び猪名川町長との間に「伊丹市・宝塚市・川西市・

猪名川町消防相互応援協定書」を、また同協定書に基づく覚書を３市１町の

消防長との間にそれぞれ締結する。 

平 13. 4. 1  消防局の組織改正を行い、消防局に情報管理担当主幹、警防課に救急救助グ

ループを置く。 

消防吏員服制基準の改正に伴い、新基準服制を年次計画で導入する。 

平 13. 4. 1  消防局庁舎に非常電源として自家発電設備（ガスタービン発電機 250KVA）を

設置する。 

平 13. 8.31    消防業務の実務研修のため、伊丹市・宝塚市・川西市の消防長との間に「消

防業務の実務研修協定書」をそれぞれ締結する。 

平 13.10. 1   宝塚市・川西市両消防本部と消防業務の実務研修のため職員交流を実施し、

主任級職員の相互派遣を行う。 

平 14. 4. 1    消防長（１３代目）に武内恒男氏が任命される。 

平 14. 4. 1    消防職員定数条例を改正、救急要員を８名増員し、定数１８９名となる。 
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平 14. 4. 1    消防局の組織改正を行い、警防課所掌事務のうち、情報管理隊に属する事務

等を分離し、新たに「情報管理課」を設置する。 

平 14. 4. 1  消防局訓練場を荻野８丁目に移転する。 

平 14. 4. 1    緊急消防援助隊に消火隊１隊を追加登録する。 

平 14. 8. 6    伊丹市消防発足５０周年記念式典を伊丹アイフォニックホールにて開催する。 

平 14.10. 1  宝塚市・猪名川町両消防本部と消防業務の実務研修のため職員交流を実施し、

主任級職員の相互派遣を行う。 

平 15. 4. 1    消防局の組織改正を行い、東消防署に予防担当主幹及び救急司令を置く。 

平 15. 4. 1    南野出張所で救急業務を開始する。 

平 15. 4. 1  救急救命士法施行規則の改正により、包括的指示下での除細動を開始する。 

平 15.10. 1    川西市・猪名川町両消防本部と消防業務の実務研修のため、職員交流を実施

し、主任級職員の相互派遣を行う。 

平 15.10.10  東消防署南野出張所を増築し、高規格救急車（４台目）を配置して、救急業

務を開始する。 

平 16. 3.24  東消防署に配置のはしご車を４０メートル級に更新し、運用を開始する。 

平 16. 4. 1    緊急消防援助隊に関する法令等の改正に伴い、消火隊２隊・救助隊１隊・救

急隊１隊・特殊装備隊１隊を新規登録する。 

平 16. 7. 1    救急救命士の処置範囲拡大に伴い、気管挿管認定救急救命士が乗務する。 

平 16. 7.18  「平成１６年７月福井豪雨」が発生。消防庁長官の求めにより、緊急消防援助

隊（消火隊１隊・救急隊１隊）２隊９名を派遣する。 

平 16.10. 1    宝塚市・川西市両消防本部と消防業務の実務研修のため、職員交流を実施し、

主任級職員の相互派遣を行う。 

平 16.10.15    ＩＰ電話回線からの１１９番通報受付を開始する。 

平 16.10.21    兵庫県広域消防相互応援協定に基づき、台風２３号水害（豊岡市）へ応援隊

を派遣する。３台１４名（指揮車・救助工作車・貨物車ボート搬送） 

平 17. 4. 1    兵庫県消防防災航空隊に航空隊員として職員 1名（救急救命士）を派遣する。 

平 17. 4.25  兵庫県広域消防相互応援協定に基づき、尼崎市ＪＲ福知山線列車事故に応援

隊を派遣する。車輌（指揮車・救助工作車・救急車）合計８台２７名 

平 17.11.15    携帯電話からの１１９番通報を直接受信できる体制となり運用を開始する。 

平 18. 4. 1    救急救命士の処置範囲拡大に伴い、薬剤投与認定救急救命士が乗務する。 

平 18. 4. 1    消防職員定数条例を改正、警防要員を１１名増員し、定数２００名となる。 

平 18. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊・救助隊１隊・救急隊１隊・特殊装備隊１隊・

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 18.12. 1  東消防署を増築し、女性消防吏員の施設整備を行う。 

平 19. 3.28  ミニ消防自動車（１１９ちゃん）を住友電気工業株式会社の協力により更新する。 

平  19. 4. 1  消防長（１４代目）に佐々木憲治氏が任命される。 

平 19. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊・救助隊１隊・救急隊１隊・特殊装備隊１隊を

更新登録する。 

平 20. 4. 1    消防長（１５代目）に下谷憲一氏が任命される。 

平 20. 4. 1  消防職員再任用制度を運用開始し、１３名を再任用する。 
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平 20. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊・救助隊１隊・救急隊１隊・特殊装備隊１隊・

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 20. 9.22  尼崎市との消防指令事務共同運用に係る「尼崎市・伊丹市消防指令事務協議

会規約」が議決される。 

平 21. 4. 1    消防長（１６代目）に近藤雅範氏が任命される。 

平 21. 4. 1   消防局の組織改正を行い、従来の「総務課」から「消防総務課」に改称する。 

平 22. 3.29  消防多目的車を消防ポンプ自動車に更新整備し、消防力の整備指針に基づく

基準台数９台を充足する。 

平 22. 4. 1    消防長（１７代目）に上原登氏が任命される。 

平 22. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 23. 3.11  東日本大震災が発生。消防庁長官の指示により、緊急消防援助隊（消火隊８

隊、救助隊２隊、後方支援隊７隊）合計１７隊５５名を宮城県へ派遣する。 

平 23. 4. 1  日本赤十字社兵庫県支部（兵庫県災害医療センター）へ職員１名（救急救命 

士）を派遣する。 

 平 23. 4. 1  尼崎市・伊丹市消防指令センターを整備し、尼崎市と消防指令事務の共同運

用を開始する。 

平 23. 4. 1  「尼崎市・伊丹市消防相互応援協定」を尼崎市と締結する。 

平 23. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 23.11.30  国際ロータリー財団が主催するＧＳＥプログラムに参加し、職員１名をイン

ド共和国グジャラート州へ約１ヶ月間研修派遣する。 

平 24. 2.22  宮城県名取市消防本部へ非常用救急車を寄贈する。 

平 24. 3. 6  消防局に支援車を配備し、運用を開始する。 

平 24. 4. 1   消防局の組織改正を行い、警防課に指揮支援グループ(指揮支援隊)を置く。 

平 24. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 24.11. 9  西消防署に配置の３５ｍ級はしご車を先端屈折式に更新し、運用を開始する。 

平 25. 3. 4  西消防署荒牧出張所を増改築し、女性消防吏員の施設整備を行う。 

平 25. 4. 1  総務省消防庁（広域応援室）へ職員１名を研修派遣する。 

平 25. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 26. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 27. 3.31  消防局訓練場の施設整備を実施する。 

平 27. 4. 1    消防長（１８代目）に柳田尊正氏が任命される。 

平 27. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊２隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 27. 4. 1  消防職員定数条例を改正、定数２１０名となる。 

平 27. 4. 1  消防局の組織改正を行い、警防課所掌事務のうち、救急に属する事務等を分



9 

離し、新たに「救急課」を設置。また、消防総務課に消防団グループ、救急

課に救急グループを置く。 

平 27. 4. 1  総務省消防庁（広域応援室）へ職員１名を研修派遣する。 

平 27. 4. 1  兵庫県消防防災航空隊に航空隊員として職員 1名を派遣する。 

平 27. 4. 1  兵庫県消防学校に市町職員職場研修生として１名を研修派遣する。 

平 27. 4. 1  伊丹市消防・救急無線をアナログ波からデジタル波に移行する。 

平 28. 4. 1  消防局の組織改正を行い、副主査の職務を廃止する。 

平 28. 4. 1   東消防署に高規格救急車を１台増車し、救急隊１隊を増隊。 

救急車常時５台運用体制となる。 

平 28. 4. 1  東消防署の当直責任者に主幹を置く。 

平 28. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊３隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 28. 4.14  「平成２８年熊本地震」が発生。消防庁長官の求めにより、緊急消防援助隊

（救助隊２隊、後方支援隊４隊）合計６隊１７名を熊本県へ派遣する。 

平  29. 3.29  東消防署南野出張所に配置の消防ポンプ自動車を、小型水槽付消防ポンプ自

動車（ＳＴ車）に更新し運用を開始する。 

平 29. 4. 1  消防長（第１９代目）に辻博夫氏が任命される。 

平 29. 4. 1  消防局の組織改正を行い、管理室及び警防室を設置する。 

平 29. 4. 1  総務省消防庁（応急対策室）へ職員１名を研修派遣する。 

平 29. 4. 1  緊急消防援助隊に消火隊４隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、

後方支援隊１隊を更新登録する。 

平 29. 4.12  査察体制の充実・強化を目的に特別査察員制度を導入し、特別査察員２８名

を任命する。 

平  30. 2.15  「緊急消防援助隊の受入時における活動拠点等の設置協力に関する協定」を

住友総合グランド管理会社と締結する。 

平  30. 2.15  伊丹市消防発足６５周年記念式典を伊丹アイフォニックホールにて開催する。 

平 30. 4. 1   大規模災害時における消防活動体制の充実・強化を目的に「伊丹市大規模災

害消防サポート隊」を発足し、元消防職団員１５名を登録する。 

平 30. 4. 1  消防法令に重大な違反のある防火対象物を利用者等へ公表し、防火安全に対

する認識を高めることを目的として、違反対象物公表制度を施行する。 

平 30. 6.18  「大阪府北部地震」が発生。伊丹市災害対策本部設置される。 

平 30. 7.15  「平成３０年７月豪雨」が発生。消防庁長官の指示により、緊急消防援助隊

（救助隊１隊５名）を広島県へ派遣する。 

平 30.10. 1    神戸市消防局警防部警防課（第 48 回消防救助技術近畿地区指導会事務局）へ

職員１名を派遣する。 

平 31．1.22  救急業務の高度化を目的に救急隊員教育の中心的役割・指導的立場として、

指導救命士の運用を開始する。 

平 31. 4. 1  総務省消防庁（参事官）へ職員１名を研修派遣する。 

令  1. 6.24   Ｇ２０大阪サミットの消防特別警戒にあたる。（～令 1.6.30 まで、大阪国際 

             空港にて） 
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令 2. 3. 2  兵庫県での新型コロナウイルス感染を受け、伊丹市新型コロナウイルス感染 

症対策本部が設置される。 

令 2. 3.24  西消防署に配置の消防ポンプ自動車を、小型水槽付消防ポンプ自動車（ＳＴ 

車）に更新し、運用を開始する。 

令 2. 4. 1  消防長（第２０代目）に福井浩次氏が任命される。 

令 2. 4. 1  伊丹市消防ロゴデザインを策定し、運用を開始する。（制作：大阪芸術大学短 

期大学部教授 松井 桂三氏） 

令 2. 4. 1  兵庫県消防学校（救急救命士養成所）へ、地方自治法第 252 条の 17 の規定に 

基づく派遣として、職員１名を派遣する。 

令 3．1．1  警防隊員の火災原因調査能力・知識・技術の更なる向上を目的に指導調査員

の運用を開始する。 

令 3．1．9  コロナ禍において、伊丹市消防出初式に代えて「伊丹市消防出初出発式」を 

挙行する。 

令 3．4．1  火災予防に関する市民指導において、専門的な防火安全教育・指導を行うこ 

とを目的に防火教育指導員の運用を開始する。 

令 3．4．1  総務省消防庁（防災情報室）へ職員１名を研修派遣する。 

令 4 . 4 . 1    消防職員定数条例を改正、定数２２２名となる。 

令 4 . 4 . 1    応急手当の重要性の普及啓発を目的に伊丹市消防応急手当普及員「伊丹救急 

ボランティア」の運用を開始する。 

令 4 . 4 . 1    救助体制の充実強化を図ることを目的として、体制整備に併せて東・西消防

署救助隊を特別救助隊へ名称統一する。 

令 4 . 4 . 1   緊急消防援助隊に消火隊４隊、救助隊１隊、救急隊２隊、特殊装備隊１隊、後 

                方支援隊２隊を更新登録する。  
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○ 消防局及び署所等の配置状況 

名 称 所  在  地 電話番号 構    造 竣工年月日 延面積(㎡) 

消 防 局 昆陽１丁目１番地の１ 783-0123 代 ＲＣ造３階建 昭 47.11.10 2,304.90 

東
消
防
署 

本   署 北本町２丁目 133 番地 772-0119 代 ＲＣ造一部Ｓ造３階建 昭 59. 3.15 950.61 

神津出張所 森本２丁目142番地の1 773-0119 ＲＣ造平屋建 昭 60. 3.30 207.88 

南野出張所 南鈴原２丁目１番地 784-0119 ＲＣ造一部Ｓ造２階建 昭 60.12.21 307.92 

西
消
防
署 

本   署 消防局庁舎に併置 783-0124    

池尻出張所 池尻３丁目５５番地 778-0119 ＲＣ造平屋建 昭 60. 3.30 209.38 

荒牧出張所 北野１丁目９番地 781-0119 ＲＣ造一部Ｓ造２階建 昭 62. 3.27 344.07 

消防団本部 消防局庁舎に併置 783-0123 代    

 
尼崎市・伊丹市消防指令センター 尼崎市昭和通２－６－７５（尼崎市防災センター５階） 

 
管 轄 面 積 

〈注〉R4.4.1 現在 

 本  署 

東消防署 

13.50 ㎢ 
神津出張所 

 南野出張所 

 本  署 

西消防署 

11.50 ㎢ 
池尻出張所 

 
荒牧出張所 

計 25.00 ㎢ 

 
凡  例 

 消 防 局 
 消 防 署 
 消防出張所 
 消防団本部 
 管轄区境界線 
 担当区域線 
 幹線道路 

 

Ｙ 
Ｙ 
Ｙ 

Ｙ 

 

川 西 市 

荒牧出張所 

池尻出張所 

南野出張所 

神津出張所 

消防局 
西消防署 
消防団本部 

Ｎ 

東消防署 

宝 塚 市 

尼 崎 市 

池 田 市 

豊 

中 

市 

Ｙ 

Ｙ 

Ｙ 

Ｙ 

Ｙ 

Ｙ Ｙ 
Ｙ 

N 

西  

宮  

市 
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○ 消防相互応援協定等 

 

名      前 締結年月日 協  定  先 

豊中市・伊丹市消防相互応援協定 S４１.１２.１０ 
伊  丹  市 
豊  中  市 

池田市・伊丹市消防相互応援協定 S４１.１２.１０ 伊  丹  市 
池  田  市 

大阪市・伊丹市消防相互応援協定 S４３.３.９ 伊  丹  市 
大  阪  市 

災害応急対策活動の相互応援に関する協定 H９.１１.１ 

尼  崎  市 
西  宮  市 
芦  屋  市 
伊  丹  市 
宝  塚  市 
川  西  市 
三  田  市 
猪 名 川 町 

大阪国際空港及びその周辺における消火救難活動に関す
る協定 H２８.３.２９ 

関西エアポート（株） 
伊  丹  市 
豊  中  市 
池  田  市 

中国縦貫自動車道茨木・宝塚インターチェンジ間におけ
る消防相互応援に関する協定 S５４.６.７ 

茨  木  市 
吹  田  市 
豊  中  市 
池  田  市 
川  西  市 
伊  丹  市 
宝  塚  市 

ガス漏れ事故等による災害防止対策に関する申し合せ S５６.１２.２２ 

伊丹市消防局 
兵庫県伊丹警察署 
大阪瓦斯（株）阪神支社 
関西電力（株）尼崎営業所 
関西電力（株）西宮営業所 

大阪国際空港周辺都市航空機災害消防相互応援協定 H２６.１.３１ 

大  阪  市 
堺     市 
豊  中  市 
東 大 阪 市 
池  田  市 
吹  田  市 
八  尾  市 
松  原  市 
柏原羽曳野藤井寺消防組合 
高  石  市 
尼  崎  市 
西  宮  市 
伊  丹  市 
宝  塚  市 
川  西  市 

中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援
協定 H２７.９.２６ 

川  西  市 
伊  丹  市 
宝  塚  市 
西  宮  市 
三  田  市 
神  戸  市 
三  木  市 
北はりま消防組合 
姫  路  市 
西はりま消防組合 
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兵庫県広域消防相互応援協定 H２５.１０.２３ 

尼  崎  市 
西  宮  市 
芦  屋  市 
伊  丹  市 
宝  塚  市 
川  西  市 
三  田  市 
篠  山  市 
丹  波  市 
猪 名 川 町 
神  戸  市 
明  石  市 
淡路広域消防事務組合 
加 古 川 市 
北はりま消防組合 
三  木  市 
高  砂  市 
小  野  市 
姫  路  市 
西はりま消防組合 
赤  穂  市 
豊  岡  市 
南但広域行政事務組合 
美方郡広域事務組合 

阪神高速道路における消防及び救急等の業務に関する 
協定 H１７.１０.１ 伊丹市消防局 

阪神高速道路株式会社 
大阪府道・兵庫県道高速大阪池田線上の消防相互応援に

関する覚書 H１０.３.２０ 
伊丹市消防局 
川西市消防本部 

伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町消防相互応援協定 H２３.１２.１４ 

伊  丹  市 
宝  塚  市 
川  西  市 
猪 名 川 町 

鉄道事故時の安全対策に関する覚書 H１５.２.２８ 

全国消防長会近畿支部長 
西日本旅客鉄道株式会社 
近畿日本鉄道株式会社 
阪急電鉄株式会社 
京阪電気鉄道株式会社 
南海電気鉄道株式会社 
阪神電気鉄道株式会社 
山陽電気鉄道株式会社 
神戸電鉄株式会社 
大阪市交通局 

尼崎市・伊丹市消防相互応援協定 H２３.４.１ 
尼  崎  市 
伊  丹  市 

緊急消防援助隊の受入時における活動拠点等の設置協力

に関する協定 H３０.２.１５ 
伊  丹  市 
住友総合グランド管理会社 

大阪広域生コンクリート協同組合との消防用水確保に関

する協定 R２.１１.１６ 兵庫県 
大阪生コンクリート共同組合 
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